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「静岡県金属くず営業条例」の一部改正(案)について、意見公募した結果は、次のとおりとなりました。 

 

１ 計画等の名称 

  「静岡県金属くず営業条例」の一部改正（案） 

 

２ 計画等の案の公表の日 

  令和７年11月14日（金）から同年12月14日（日）までの１か月間 

 

３ 意思決定の内容 

  盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律（以下「法」という。）により、新たに特定金属買受

業を営む場合の届出義務等が定められたことに伴い、静岡県金属くず営業条例について必要な改正を行う

ものです。 

  ＜改正の内容＞ 

     ○ 法の施行に伴う改正 

      ・ 法違反者を欠格事由に追加 

      ・ 本人確認方法及び記録の作成方法の改正 

     ○ その他の改正 

      ・ 許可基準の見直し 

      ・ 許可の取消事由の追加 

      ・ 罰則の見直し 

 

 ４ 意見公募結果 

   なし 


